
７
月
中
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

税
源
移
譲
時
の
所
得
変
動
で
申
告
を

税
負
担
の
減
額
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す

■今年度の国民健康保険税・税源移譲時の所得変動で申告を

税
源
移
譲
に
よ
っ
て
平
成

年
度
市
・
道
民
税
（
平
成

年
分
の
所
得
で
課
税
）
が

19

18

上
が
っ
た
分
は
、
平
成

年
分
の
所
得
税
（
平
成

年
分
の
所
得
で
課
税
）
が
下
が
る

19

19

こ
と
に
よ
り
、
市
・
道
民
税
と
所
得
税
を
合
わ
せ
た
税
負
担
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
調

整
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
平
成

年
中
の
所
得
が
大
き
く
減
っ
て
所
得
税
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た
人

19

に
つ
い
て
は
、
下
が
る
べ
き
所
得
税
額
が
な
い
た
め
、
税
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
平
成

年
７
月
中
に
「
市
・
道
民
税
減
額
申
告
書
」

20

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成

年
度
分
の
市
・
道
民
税
を
税
源
移
譲
前
の
税
率
で

19

計
算
し
た
税
額
に
戻
し
、
減
額
と
な
る
分
が
還
付(

充
当)

さ
れ
ま
す
。

今
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

平成20年4月分からの国民健康保険税
区 分 医 療 分 後期高齢者支援金 介護納付金

①所得割(世帯の所得×税率) ７.５％ ３.０％ １.８％

②資産割(固定資産税額×税率) ２２％ ９.０％ ４.０％

③均等割(国保加入者数×定額) 20,000円 7,000円 7,000円

④平等割(1世帯あたり) 18,000円 7,000円 6,000円

限 度 額 ４７万円 １２万円 ９万円

※介護納付金は40歳から64歳までの加入者

※長寿（後期高齢者）医療制度の創設による国保の異動や所得の額等によって

保険税が軽減される場合があります。

※平成20年度の納税通知書は、７月中旬に国保加入世帯の世帯主の方へお送り

いたします。

●問い合わせ 市民課国保係 名寄庁舎１階(01654③2111内線3114・3115)

風連庁舎１階(01655③2511内線120)

国
保
加
入
者
全
員
が

歳
以
上

歳

65

75

未
満
の
世
帯
の
保
険
税
納
付
に
つ
い
て
、

世
帯
主
の
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
が
平
成

年

月
か
ら
始
ま
り
ま

20

10

す
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
個
別
に
（
普

通
徴
収
）
保
険
税
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

・
世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
以
外
の
場
合

・
年
金
額
が

万
円(

年
額)

未
満
の
場
合

18

・
介
護
保
険
料
の
天
引
き
と
合
わ
せ
た
額

が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

現
在
、
口
座
振
替
を
さ
れ
て
い
る
方

に
つ
い
て
は
、
自
主
納
付
を
推
奨
す
る

た
め
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
を
行
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
対

象
と
見
込
ま
れ
る
方
に
は
、
郵
便
で
口

座
振
替
の
ご
案
内
を
し
ま
し
た
。

市
内
金
融
機
関
の
通
帳
と
お
届
け
印
を

お
持
ち
の
う
え
、
市
内
金
融
機
関
窓
口
か

市
役
所
税
務
課
ま
た
は
国
保
係
ま
で
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き
、
や

め
る
と
き
は
事
実
が
発
生
し
た
日
か
ら
14

保
険
税
の
年
金
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す

平
成

年
度
は
、
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
制
度
の
創
設

20

や
退
職
者
医
療
制
度
が
大
幅
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
国
民
健
康
保
険
税

制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
よ
う
に
改
正
を
行
い
ま

し
た
。
今
後
と
も
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

保
険
税
は
安
心
便
利
な
口
座
振
替
へ

●
対
象
と
な
る
方

次
の

と

の
両
方
に
該
当
す
る
方
。

(1)

(2)

●
計
算
方
法

減
額
の
計
算
は(

平
成

年
度
市
・
道

19

民
税
の
課
税
所
得
金
額
×
税
源
移
譲
後

の
税
率－

調
整
控
除)－

(

平
成

年
度

19

市
・
道
民
税
の
課
税
所
得
金
額
×
税
源

移
譲
前
の
税
率)

●
申
告
方
法

・
申
告
期
間

平
成

年
７
月
１
日
～
７
月

日

20

31

・
申
告
場
所

平
成

年
１
月
１
日

19

現
在
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村

平
成

年
度
市
・
道
民
税
の
課
税
所

(1)

19

得
金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
除
く
）

が
所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の
差
の

合
計
額
を
超
え
る
場
合

平
成

年
度
市
・
道
民
税
の
課
税
所

(2)

20

得
金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
含
む)

が
所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の
差
の

合
計
額
以
下
の
場
合

・
提
出
書
類

平
成

年
度
分
市
・
道

19

民
税
の
減
額
申
告
書

※
印
鑑
と
本
人
名
義
の
口
座
番
号
が
必

要
で
す
。

●
対
象
年
度

こ
の
特
例
措
置
は
平
成

年
度
市
・

19

道
民
税
に
の
み
適
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

平
成

年
度
以
降
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

20

※
申
告
に
基
づ
く
減
額
措
置
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
申
告
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
平
成

年
中
に
国
外
へ
出
国
ま
た
は

19

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
は
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ

税
務
課
市
民
税
係

名
寄
庁
舎
２
階


０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

内
線

３
２
０
１
～
３
２
０
３

風
連
庁
舎
１
階
税
務
担
当


０
１

６
５
５
③
２
５
１
１

内
線
１
２
３

～
１
２
５

日
以
内
に
届
出
が
必
要
で
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

13 ｜平成20年6月号

国
保
の
届
出
は

日
以
内
に

14




